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次世代育成支援対策推進法及び児童福祉法の一部を改正する法律について

政府においては、これまでも中長期的に進めるべき総合的な少子化対策の指針である

「 」（ ）、少子化対策推進基本方針 平成１１年１２月１７日少子化対策推進関係閣僚会議決定

「重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について（新エンゼルプラン （平）」

成１１年１２月１９日大蔵・文部・厚生・労働・建設・自治六大臣合意 「仕事と子育）、

ての両立支援策の方針について （平成１３年７月６日閣議決定）に基づく「待機児童ゼ」

ロ作戦」等により、子育てと仕事の両立支援を中心として、子どもを生み育てやすいよ

うにするための環境整備に力点を置いて、様々な対策を実施してきたところである。

、 「 」 、 、しかしながら 平成１４年１月に発表された 日本の将来推計人口 によれば 従来

少子化の主たる要因であった晩婚化に加え 「夫婦の出生力そのものの低下」という新し、

い現象が見られ、現状のままでは、少子化は今後一層進行すると予想されている。

急速な少子化の進行は、今後、我が国の社会経済全体に極めて深刻な影響を与えるも

のであることから、少子化の流れを変えるため、改めて国・地方公共団体・企業等が一

体となって、従来の取組に加え、もう一段の対策を進める必要がある。

こうした観点から、平成１４年９月には、厚生労働省において「少子化対策プラスワ

ン」を取りまとめ、保育に関する施策など「子育てと仕事の両立支援」が中心であった

従来の取組に加え 「男性を含めた働き方の見直し 「地域における子育て支援 「社、 」、 」、

会保障における次世代支援 「子どもの社会性の向上や自立の促進」という四つの柱に」、

沿って、総合的な取組を推進することとした。

また、これを踏まえ、平成１５年３月には、少子化対策推進関係閣僚会議において、

政府における「次世代育成支援に関する当面の取組方針」を取りまとめるとともに、地

方公共団体及び企業における１０年間の集中的・計画的な取組を促進するための「次世

代育成支援対策推進法案」及び地域における子育て支援の強化を図るための「児童福祉

法の一部を改正する法律案」を国会に提出していたところである。



本日、それぞれ法律第１２０号及び法律第１２１号として公布されたところであり、

これらの法律の主たる内容は下記のとおりであるので、御了知の上、管内の市町村、関

係機関等に周知を図るとともに、その施行に万全を期されたい。

以上、命によって通知する。

記

第１ 次世代育成支援対策推進法関係

１ 目的（第１条関係）

この法律は、我が国における急速な少子化の進行等にかんがみ、次世代育成支援

対策に関し、基本理念を定め、関係者の責務を明らかにするとともに、行動計画策

定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定等を定めることにより、次

世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健

やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とすることとした

こと。

２ 定義（第２条関係）

この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもが健や

かに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講じ

る施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいうこととしたこと。

３ 基本理念（第３条関係）

次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を

有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義について

の理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われな

ければならないこととしたこと。

４ 関係者の責務（第４条から第６条まで関係）

国及び地方公共団体、事業主並びに国民の責務を定めることとしたこと。

５ 行動計画策定指針（第７条関係）

(1) 主務大臣は、基本理念にのっとり、６の市町村行動計画、７の都道府県行動計

画、８の一般事業主行動計画及び１１の特定事業主行動計画の策定に関する指針

（以下「行動計画策定指針」という ）を定めなければならないこととしたこと。。

(2) 主務大臣は、少子化の動向等を勘案して必要があると認めるときは、速やかに

行動計画策定指針を変更するものとすること等としたこと。

６ 市町村行動計画（第８条関係）

(1) 市町村は、行動計画策定指針に即して、５年ごとに、地域における子育ての支

援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな成



長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良好

な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支援

対策の実施に関する計画（以下「市町村行動計画」という ）を策定することとし。

たこと。

(2) 市町村行動計画においては、達成しようとする目標及び次世代育成支援対策の

内容等を定めることとしたこと。

７ 都道府県行動計画（第９条関係）

(1) 都道府県は、行動計画策定指針に即して、５年ごとに、地域における子育ての

支援、母性並びに乳児及び幼児の健康の確保及び増進、子どもの心身の健やかな

成長に資する教育環境の整備、子どもを育成する家庭に適した良質な住宅及び良

好な居住環境の確保、職業生活と家庭生活との両立の推進その他の次世代育成支

援対策の実施に関する計画（以下「都道府県行動計画」という ）を策定すること。

としたこと。

(2) 都道府県行動計画においては、達成しようとする目標、次世代育成支援対策の

内容及びその実施時期並びに市町村を支援するための措置の内容等を定めること

としたこと。

８ 一般事業主行動計画（第１２条関係）

(1) 国及び地方公共団体以外の事業主（以下「一般事業主」という ）であって、常。

時雇用する労働者の数が３００人を超えるものは、行動計画策定指針に即して、

一般事業主行動計画（一般事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画を

いう。以下同じ ）を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣。

にその旨を届け出なければならないこととしたこと。

(2) 一般事業主行動計画においては、計画期間、達成しようとする目標及び次世代

育成支援対策の内容等を定めることとしたこと。

(3) 一般事業主であって 常時雇用する労働者の数が３００人以下のもの １０の(1)、 （

及び(2)において「中小事業主」という ）は、行動計画策定指針に即して、一般。

事業主行動計画を策定し、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に

その旨を届け出るよう努めなければならないこととしたこと。

９ 基準に適合する一般事業主の認定等（第１３条及び第１４条まで関係）

(1) 厚生労働大臣は、一般事業主行動計画に係る届出をした一般事業主からの申請

に基づき、当該事業主について、雇用環境の整備に関し、厚生労働省令で定める

基準に適合するものである旨の認定を行うことができることとしたこと。

(2) (1)の認定を受けた一般事業主（以下「認定一般事業主」という ）は、広告等。

に厚生労働大臣の定める表示を付することができることとし、何人もこの場合を

除くほか、広告等に当該表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならないこと

としたこと。

10 委託募集の特例等（第１６条関係）

(1) 中小事業主が、人材確保に関する相談及び援助を行うものとして、厚生労働大

臣が承認した事業協同組合等（以下「承認中小事業主団体」という ）をして次世。



代育成支援対策を推進するための措置の実施に関し必要な労働者の募集を行わせ

ようとする場合において、職業安定法（昭和２２年法律第１４１号）第３６条第

１項及び第３項の規定は、適用しないこととしたこと。

(2) 承認中小事業主団体は、当該募集に従事しようとするときは、募集時期等の労

働者の募集に関する事項を厚生労働大臣に届け出なければならないこととしたこ

と。

11 特定事業主行動計画（第１９条関係）

（ 「 」 。）(1) 国及び地方公共団体の機関等で政令で定めるもの 以下 特定事業主 という

は、政令で定めるところにより、行動計画策定指針に即して、特定事業主行動計

画（特定事業主が実施する次世代育成支援対策に関する計画をいう。以下同じ ）。

を策定することとしたこと。

(2) 特定事業主行動計画においては、計画期間、達成しようとする目標及び次世代

育成支援対策の内容等を定めることとしたこと。

(3) 特定事業主は、特定事業主行動計画を策定し、又は変更したときは、これを公

表しなければならないこととしたこと。

12 次世代育成支援対策推進センター（第２０条関係）

(1) 厚生労働大臣は、一般事業主の団体等であって、一般事業主行動計画の策定及

び実施に関し、一般事業主等に対し、雇用環境の整備に関する相談等を行うこと

ができると認めるものを次世代育成支援対策推進センター（以下「センター」と

いう ）として指定することができることとしたこと。。

(2) センターの役職員等は、センターの業務に関して知り得た秘密を漏らしてはな

らないこととしたこと。

13 次世代育成支援対策地域協議会（第２１条関係）

次世代育成支援対策の推進を図るための活動を行う者は、次世代育成支援対策地

域協議会を組織することができることとしたこと。

14 その他（第２２条から第２７条まで関係）

(1) この法律における主務大臣を定めることとしたこと。

(2) 罰則について必要な規定を整備することとしたこと。

(3) その他必要な規定を整備することとしたこと。

15 施行期日等（附則第１条から第３条まで関係）

(1) 施行期日

この法律は、公布の日から施行すること。ただし、５は公布の日から起算して

６月を超えない範囲内において政令で定める日から、６から１１までは平成１７

年４月１日から施行することとしたこと。

(2) この法律の失効等

イ この法律は、平成２７年３月３１日限り、その効力を失うこととしたこと。

ロ この法律の失効に伴い、必要な経過措置を定めることとしたこと。



第２ 児童福祉法の一部を改正する法律関係

１ 改正の趣旨

我が国における急速な少子化の進行等を踏まえ、すべての子育て家庭における児

童の養育を支援するため、市町村における子育て支援事業の実施、市町村保育計画

の作成等に関する規定を整備する等の措置を講ずることにより、地域における子育

て支援の強化を図ることとしたこと。

２ 市町村における子育て支援事業の実施等

(1) 市町村は、児童の健全な育成に資するため、その区域内において、放課後児童

健全育成事業及び子育て短期支援事業並びに次に掲げる事業であって主務省令で

定めるもの（以下「子育て支援事業」という ）が着実に実施されるよう、必要な。

措置の実施に努めることとしたこと （第２１条の２７関係）。

イ 児童及びその保護者等の居宅において保護者の児童の養育を支援する事業

ロ 保育所等において保護者の児童の養育を支援する事業

ハ 地域の児童の養育に関する各般の問題につき、保護者からの相談に応じ、必

要な情報の提供及び助言を行う事業

(2) 市町村は、子育て支援事業に関し必要な情報の提供を行い、保護者から求めが

あったときは、当該保護者の希望等を勘案し、当該保護者が最も適切な子育て支

援事業の利用ができるよう、相談に応じ、必要な助言を行うとともに、必要に応

じて、子育て支援事業の利用についてあっせん又は調整を行い、子育て支援事業

を行う者に対し、当該保護者の利用の要請を行うこととしたこと （第２１条の２。

９第１項及び第２項関係）

(3) 市町村は、(2)の情報の提供、相談及び助言並びにあっせん、調整及び要請の事

務を当該市町村以外の者に委託することができることとしたこと （第２１条の２。

９第３項関係）

(4) (3)の調整等の事務に従事する者等は、その事務に関して知り得た秘密を漏らし

てはならないこととしたこと （第２１条の３０関係）。

３ 市町村保育計画の作成等

(1) 保育の実施への需要が増大している市町村（厚生労働省令で定める要件に該当

するものに限る。以下「特定市町村」という ）は、保育の実施の事業及び主務省。

令で定める子育て支援事業その他児童の保育に関する事業であって特定市町村が

必要と認めるものの供給体制の確保に関する計画を定めることとしたこと （第５。

６条の８第１項関係）

(2) 保育の実施への需要が増大している都道府県（厚生労働省令で定める要件に該

当するものに限る。以下「特定都道府県」という ）は、市町村保育計画の達成そ。

の他の市町村における保育の実施の事業及び主務省令で定める子育て支援事業そ

の他児童の保育に関する事業であって特定都道府県が必要と認めるものの供給体

制の確保に資するため、当該供給体制の確保に関する計画を定めることとしたこ

と （第５６条の９第１項関係）。

４ その他



(1) 都道府県児童福祉審議会の必置規制について、行政処分等に係る事項以外の児

童等の福祉に関する事項については任意に調査審議することができるように緩和

することとしたこと （第８条第１項及び第２項関係）。

(2) 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童

自立支援施設の長は、地域の住民に対して、児童の養育に関する相談に応じ、及

び助言を行うよう努めることとしたこと （第４８条の２関係）。

(3) ２の(1)及び３における主務省令等を定めることとしたこと （第５９条の７関。

係）

(4) 罰則について必要な規定の整備を行うこととしたこと （第６０条から第６２条。

まで関係）

(5) その他所要の規定の整備を行うこととしたこと。

５ 施行期日等

(1) この法律は、平成１７年４月１日から施行すること。ただし、４の(1)に関する

事項は、平成１６年４月１日から施行することとしたこと （附則第１条関係）。

(2) その他関係法律について所要の規定の整備を行うこととしたこと。


